
減免について 

 

〇 住宅用地の特例とは 
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 課税標準額を

1/6 とする特例

を適用します。

（200 ㎡超は 

1/3 とします） 

 

※課税標準額は、

70%に引下げを基

準としますが、さ

らに負担調整をす

る場合がありま

す。 
※特例適用後に負

担調整をする場合

があります。 

 

 

〇 減免のイメージ図 

  住宅用地の特例を解除したことによる固定資産税の増額分を減免します。 
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減免(増額分) 

 

 ※特例適用後に負

担調整をする場合

があります。 

 

固
定
資
産
税
評
価
額 

非住宅用地にな
り、特例を解除
すると、税額が
増加します 

特例を解除する

と、税額が増加

しますが、増額

分を減免し、税

額を据え置きま

す。 

空家を解体する
と、非住宅用地
になります。 

本来の課税額 

減免後の課税額 


